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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、当社グループの企業価値向上に資すべき良き企業文化は今後も維持しつつ、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現し、会社の意思
決定の透明性・健全性を確保し、迅速・適切な意思決定により、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現します。

　また、当社のコーポレート・ガバナンスの基礎となる経営理念を以下に記載します。

　私たちは、光には無限の可能性があると確信しています。

　光技術は様々な産業を支える基盤技術としてさらなる進化が求められていますが、光の本質はいまだ解明されていません。光の未知未踏領域
を追求し、そこから生まれる知識や新技術に基づいた新しい産業を創造し、科学技術の進歩とより豊かな社会・環境の実現、人類の健康と幸福に
貢献します。この挑戦を続けるため、持続的かつ安定的な高収益体制の構築とともに、積極的な研究開発投資や設備投資を行い、業容の拡大と
企業価値の向上を目指します。

　人・技術・知識が当社の経営基盤です。社員一人ひとりが日々の仕事を通じて研鑽し、「和」の精神のもと、グローバルな視点で総合力を発揮で
きる企業風土を醸成します。

■ Mission（わたしたちの使命・約束）

Photon is our business

・ 科学技術の進歩とより豊かな社会・環境の実現に寄与

・ 人類の健康と幸福に貢献

■ Vision（わたしたちの志）

・ 光の未知未踏領域を追求

・ 光技術を用いた新しい産業の創造

■ Values（わたしたちの価値観）

・ 挑戦 ～できないと言わずにやってみろ！～

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４. 政策保有株式】

（１）政策保有株式に関する基本方針

　政策保有株式については、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に、事業上の有益性やリスクが当社の
資本コストに見合っているかを具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、最小限の範囲で保有するということを方針としております。

　主要な政策保有株式については、上記方針に沿って、毎年、資本コストを踏まえた短期及び中長期的な経済合理性や将来の見通しを取締役会
にて検証し、保有の意義・合理性を議論した上で、保有もしくは売却等の方針を決定しています。

（２）議決権行使に関する基本方針

　政策保有株式の議決権行使に際しましては、経営方針・戦略及び議案の内容を十分検討した上で、当該企業の企業価値向上、株主利益の向
上に資するものか等の視点に立って判断しております。

【原則１－７. 関連当事者間の取引】

　当社は、関連当事者（当社役員個人又は当社役員が代表者となっている他法人等）との利益相反取引につきましては、会社法の規定に則り、取
締役会における承認と報告を行っております。また、その取引条件も他の利害関係を有さない取引先と同様になるようにしており、適正な取引をし
ております。

【補充原則２－４① 中核人材の登用等における多様性の確保】

　当社は、未知未踏領域を追求し、光技術を用いた新産業を創造して企業価値を向上させることは社員一人ひとりに負うところが大きいと考えて
おります。すなわち、経営の基盤は“人”になりますので、社員を尊重し、能力開発を支援し、働きやすく安全な職場環境を提供する取り組みを進
めてまいりました。その成果として、2018年より6年連続で、「健康経営優良法人（大規模法人部門）〈ホワイト500〉」の認定を受けることができまし
た。また、2023年には経済産業省と東京証券取引所が共同で主催する「健康経営銘柄」に初めて選定されました。なお、これら人材戦略等につき
ましては、当社のホームページにて開示しております。

https://www.hamamatsu.com/jp/ja/our-company/sustainability-and-csr/social.html

　そのなかで入口となる採用につきましては、これまでも性別、国籍や新卒／中途に係わらず、当社が必要とする人材を明確にして活動を進めて



まいりました。ただし、現時点では当社の求める理系学生における女性比率が低いという事もあり、長期的な視野にたって、理系に興味をもつ女
性学生の増加のための対策を施してまいります。また、管理職をはじめとした中核人材の登用につきましては、性別、国籍や新卒／中途に関係な
くその社員の能力（見識、力量、交渉力）を考慮して判断をしています。

（１）女性の採用・役職者への登用

　2024年3月までの行動計画としまして、① 採用者（中途を含む総合職および一般職）に占める女性の割合を15％以上とする、② 女性役職者を20

23年10月に120名以上にする、を掲げています。そして、直近の実績は①13.5％、②135名です。今後も働きやすさの向上を進めるとともに、理系に
興味のある学生を増やすことに努めるなどして、女性の採用を積極的に進め、中核人材への経験の蓄積、意識の醸成などを図ります。

（２）外国人の管理職への登用

　当社では、国籍を問わずに採用活動を進めており、現在9名の外国籍の社員がおります。また、このうち1名は管理職として活躍しております。当
社は、もとより国籍により管理職登用の有無を決めておらずその者の能力によります。ただし、ビジネスをグローバルで展開していることもあり、今
後も適宜外国人の採用が増える事は予想され、それに伴い管理職への登用も増加するものと考えます。

（３）中途採用者の管理職への登用

　当社は、入社した社員を新卒／中途で区別しておりません。このため、新卒／中途の別により管理職への登用についての測定可能な目標を有
しておりません。なお、中途採用者は即戦力として重要で、多い年には新規採用者の3分の1を中途採用者が占めており、その状況は当社のホー
ムページのESGデータの中で開示をしております。

【原則２－６.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は経理に関する知見を有する者を含めた年金資産運用委員会を定期的に（必要に応じて別途臨時で開催）開催して運用状況を確認してお
ります。運用に関する専門性向上のための社内外関係者間の情報連携を行っています。外部コンサルタントに年金資産の運用結果のモニタリン
グを委託しております。

　また、確定拠出企業年金も導入しており、運営管理機関と定期的な情報共有を行い、従業員に対する教育を計画・実施しております。

【原則３－１. 情報開示の充実】

（１）光は様々な産業を支える基盤技術となっており、その市場は今後もグローバルな規模で拡大すると認識しております。当社は、光産業の拡大
や経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、中長期的なビジョンのもと、成長に向けた積極的な研究開発投資や設備投資を行うことで、
持続的かつ安定的な高収益体制の構築を目指します。刻一刻と変化する経営環境において、機動的に中長期の投資が可能となるよう、手元資金
も厚く維持したいと考えております。

　また、当社は、人・技術・知識が経営の基盤であると考えており、現場主義による積上げ式の取組を基本としております。

中長期の計画につきましても、市場や技術に対する知識の豊富な各現場による積み上げによるローリング方式により、常に先三カ年の計画とこれ
に即した年度計画を策定して、その実現（特に利益）に向けた市場開拓、製品開発などの対応を進めております。

（２）当社は、当社の企業価値向上に資すべき良き企業文化は今後も維持しつつ、実効的なコーポレートガバナンスを実現し、会社の意思決定の
透明性・健全性を確保し、迅速・適切な意思決定により持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。

（３）当社にとっては人・技術・知識が経営の基盤であり、現場主義に基づいた中長期的な開発・研究への取組が基本になります。このため、当社
は、取締役に対して中長期的視点での成果を求めていることから、固定報酬を基本としながらも、社外取締役を除く取締役に対して株式報酬（譲
渡制限付株式報酬）を導入しております。

　今般、この方針は原則としながらも、毎期安定した業績向上を目指すという株主の皆様との認識の共有を一層明確にするために、2023年12月に
取締役（社外取締役を除く）に対して報酬と当社業績を連動させる短期業績連動報酬を導入いたしました。なお、2021年7月より指名報酬委員会を
設置したことに伴い、取締役報酬については指名報酬委員会の答申を尊重したうえで、その具体的な額は取締役会にて決定しております。

（４）当社はこれまでの業績・実績、見識、人格等を総合的に勘案し、当社に相応しい経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を（取締役候
補者については指名報酬委員会の答申をふまえたうえで）取締役会において行っております。監査役については、それまでの経歴・実績・見識な
どを総合的に勘案し、監査役会の同意を得て、監査役候補者としております。

（５）取締役・監査役候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知に記載しております。

【補充原則３－１③ サステナビリティについての取組み等】

　当社は、お取引先、仕入先、社員、株主の皆様、そして地域社会の皆様を重要なステークホルダーとして認識し、これらステークホルダーとの協
働を通じて、社会基盤の持続的な発展に寄与していきたいと考えております。その中でも、当社は創業以来「人」を重視しており、働きやすい環境
の構築に努めております。また、当社としては、競争力の源泉たりうる知的財産を重視し、積極的な特許等の出願をしております。これらの事項に
つきましては、当社のホームページまたは統合報告書などで開示しております。

　一方、気候変動問題は当社にとってリスクでもあり収益機会につながる可能性もあると考えており、2020年8月にTCFDに賛同をいたしました。TC
FDの提言に基づき、気候変動が事業に与えるリスク・機会の財務的な影響を分析し、情報開示を進めてまいります。

【補充原則４－１① 経営陣に対する委任の範囲の概要】

　当社は、法令・定款において取締役会で決議すべきものと定められた事項及び経営の基本方針や重要な業務執行の決定等について、取締役
会規則において具体的に取締役会の決議事項と定め、これ以外の事項にかかる意思決定は、職務権限規定 職務分担表において権限の委譲と

責任体制を明確にしております。

　なお、執行役員制度の導入に伴い、一部の権限を執行役員会に移譲し、取締役会の監督機能を強化いたしました。これに伴い、執行役員会で
決議した事項については取締役会で報告をすることにより、取締役会による監督機能を担保するようにしております。

【原則４－９. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社では、東京証券取引所が定める独立性基準等を踏まえて、社外取締役を選任しております。

【補充原則４－１０① 任意の指名委員会・報酬委員会】

　当社は、2021年7月に指名報酬委員会を設置いたしました。同委員会設置前も取締役候補者については事前に社外取締役に助言をいただいて
おりましたが、同委員会の設置を受けて、2021年12月以降の定時株主総会に諮る取締役候補者については、同委員会の答申を受けた後に取締
役会で決議をしております。

　なお、同委員会の目的は手続きの公正性・透明性・客観性を強化することにあり、委員の過半数を社外取締役にすることを同委員会規定にて明
確にするとともに、同委員会の答申を尊重する旨も明確にしております。

【補充原則４－１１① 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

　当社は2021年6月の取締役会にてスキルマトリックスを承認し、第74期定時株主総会の招集通知よりその内容を開示いたしました。

取締役候補者の決定にあたりましては、①"スキル"の検討、②知識、経験、能力のバランスの確保、③業績・実績、見識、人格等を総合的に勘案
したうえで、当社の技術に理解をしていただける取締役候補者を指名報酬委員会に諮問した上で、取締役会にて決定をしております。

　なお、現在当社には4名の社外取締役がおりますが、そのうち2名は女性、また2名は他社での経営経験を有しております。



【補充原則４－１１② 取締役・監査役の兼任状況】

　当社の取締役及び監査役は、自身の取締役又は監査役としての職責を果たすため、他の上場会社の役員を兼務する場合の数は合理的な範囲
になるようにしております。

　また、兼任状況につきましては定時株主総会の招集通知の参考書類や事業報告等で開示しております。

【補充原則４－１１③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】

　取締役会は毎月一回以上開催しており、取締役会規則及び職務権限規定に基づき重要事項の報告及び決議をしております。また、活発な議論
を行うため、協議事項も導入しています。

　なお、2016年９月以降毎年一回取締役及び監査役による当社取締役会の評価アンケートを実施しております。また、客観性、透明性を高めるた
め、2020年以降は第三者機関による評価を実施しております。なお、アンケート結果は取締役会に報告するとともに、アンケート結果を踏まえて、
必要に応じて取締役会の実効性の向上に向けた改善を行っております。取締役会では自由闊達で建設的な議論や意見交換がなされており、第
三者機関による評価においても、当社取締役会の実効性は総じて確保されていることを確認しております。

【補充原則４－１４② 取締役・監査役のトレーニングの方針】

　当社では、取締役及び監査役に求められる役割と責任を果たすことのできる者を選任しております。その上で、社内者につきましては、当社の方
針・事業内容を理解しマネジメント能力のある適任者を任命しており、社外者につきましては、折にふれて会社の歴史、事業概要、経営理念などを
説明することで、中長期的な方向性の共有に努めております。

　さらに、各取締役及び監査役が各種トレーニングを行うことを奨励しており、その機会の提供・斡旋やその費用の支援をしております。なお、新任
者（社外取締役を除く）につきましては、取締役の義務と責任を理解するためのセミナーに参加する機会を設けております。

【原則５－１. 株主との建設的な対話に関する方針】

　対話申込みに対しては、当社の企業価値向上に資すると判断する場合には積極的に対応しています。個別に対応できない場合においては、ス
モールミーティングの案内など、費用対効果も考慮して、適宜適切な方法で対話してまいります。

（１）株主との建設的な対話を統括する取締役／執行役員を指定するとともに、実際の面談には当該取締役／執行役員を始めとした担当部署が
対応することを基本としております。

（２）コーポレートコミュニケーション部を中心に担当取締役／執行役員の統括の下、関連部門が連携して対応いたします。

（３）中間および本決算時の決算説明会と個人投資家向け説明会、並びにIR-DAYや会社見学を適宜開催しています。

（４）対話により把握した意見等は、適宜代表取締役を始めとした経営陣に報告すると共に執行役員会および取締役会での報告も実施しておりま
す。

（５）インサイダー情報には十分注意をした上でIRを実施しております。なお、各四半期決算日翌日から決算発表日までは「沈黙期間」としておりま
す。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（検討中）】

　当社は資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を検討中であります。

　当社は、持続的な成長に向けて、効率性の観点では、自社の資本コストを的確に把握したうえで、中長期的に株主資本コストを上回るROE、つま
り正のエクイティスプレッドの創出を常に意識した経営を行っております。2023年８月と９月において、執行役員会において資本関連も含む経営指
標の勉強会を行うなどの取組みを行っており、今後さらに具現化するための検討を行ってまいります。

　自社の資本コストや資本収益性などの現状分析・評価、方針、具体的な取り組み等に関する開示については、2024年4月頃までを目途に行うよ
う準備してまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 27,241,000 17.56

トヨタ自動車株式会社 8,400,000 5.42

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 8,225,700 5.30

ＳＳＢＴＣ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩＢＵＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ 4,281,988 2.76

浜松ホトニクス従業員持株会 4,116,492 2.65

ジェーピー　モルガン　チェース　バンク　385632 3,384,958 2.18

野村信託銀行株式会社（信託口） 3,099,800 2.00

ステート　ストリート　バンク　ウェスト　クライアント　トリーティー　505234 2,641,787 1.70

ジェーピー　モルガン　チェース　バンク　380072 2,438,100 1.57

ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ 1,871,498 1.21

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明



１ 大株主の状況は、2023年９月30日現在におけるものであります。

２ 当社は、2023年９月30日現在自己株式を9,945,833株保有しておりますが、大株主の状況には含めておりません。

３ 当社の株式について、以下の通り大量保有報告書又は大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されておりますが、2023年9月30日現

在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主（上記10位）には含めておりません。

　・提出者：ブラックロック・ジャパン株式会社 他８名

　　　提出日：2023年10月18日　

　　　保有株式数：10,219千株　（6.19％）

　 ・提出者：キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー　他４名

　　 提出日：2023年9月13日　　

　　　保有株式数：10,744千株　（6.51％）

・提出者：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 他１名

　　 提出日：2022年11月7日　　

　　　保有株式数：8,466千株　（5.13％）

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 9 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

鯉渕健 他の会社の出身者 ○

栗原和枝 学者 ○

廣瀬卓生 弁護士 ○

美濃島薫 学者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

鯉渕健 ○

トヨタ自動車株式会社デジタルソフト開発
センター アプリケーション開発担当のチー

フプロジェクトリーダーを務めております。
当社とトヨタ自動車株式会社との間で電子
機器の販売等の取引関係がありますが、
同社との取引規模は当社の連結売上高
の0.1％未満と僅少であることから、独立
性は確保されるものと判断しております。

グローバル企業であるトヨタ自動車株式会社に
おける長年の勤務を通じて豊富な専門知識、
経験を有しております。これらの豊富な経験と
優れた見識を当社の経営にいかし、 独立した

立場から的確な助言や業務執行の監督をして
いただくことで、当社の経営体制を更に強化で
きるものと判断し、社外取締役として選任して
おります。

なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役
員の独立性基準をみたしており、一般株主と利
益相反が生じるおそれがないと判断したため、
独立役員として指定しております。

栗原和枝 ○

東北大学の名誉教授、同大学の未来科
学技術共同研究センター教授及び三菱瓦
斯化学株式会社の社外取締役を務めて
おります。以上のうち、当社と東北大学と
の間で電子機器の販売等の取引関係が
ありますが、同大学との取引規模は当社
の連結売上高の0.1％未満と僅少であるこ
とから、独立性は確保されるものと判断し
ております。

大学教授としての長年の実績があり、科学技
術の分野における豊富な専門知識を有してお
ります。また、産学連携を通じた民間企業との
協働実績や企業経営者としての経験も有して
おり、その豊富な知識、経験に基づき独立した
立場から的確な助言や業務執行を監督いただ
くことで、当社の経営体制を更に強化できるも
のと判断し、社外取締役として選任しておりま
す。

なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役
員の独立性基準をみたしており、一般株主と利
益相反が生じるおそれがないと判断したため、
独立役員として指定しております。

廣瀬卓生 ○

アンダーソン・毛利・友常法律事務所の

パートナー、株式会社サイフューズの社外
監査役及び株式会社コアコンセプト・テク
ノロジーの社外取締役（監査等委員）を務
めております。以上のうち、当社はアン
ダーソン・毛利・友常法律事務所との間で
法的助言に係る役務提供等の取引関係
がありますが、同事務所との取引規模は
当社の連結売上高の0.1％未満と僅少で
あり、また、当該役務提供等は、同事務所
の異なる弁護士から提供を受けているた
め、同氏の独立性は確保されるものと判
断してております。

国際弁護士としての長年の実績があり、企業
法務の分野における豊富な経験と見識を有し
ております。これらの豊富な経験と優れた見識
を当社の経営にいかし、独立した立場から的確
な助言や業務執行を監督いただくことで、当社
の経営体制を更に強化できるものと判断し、社
外取締役として選任しております。

なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役
員の独立性基準をみたしており、一般株主と利
益相反が生じるおそれがないと判断したため、
独立役員として指定しております。



美濃島薫 ○

電気通信大学の副学長（学術研究データ
利活用担当）、教授及び同大学の量子科
学研究センター長を務めております。当社
と電気通信大学との間で電子機器の販売
等の取引関係がありますが、同大学との
取引規模は当社の連結売上高の0.1％未
満と僅少であるため、同氏の独立性は確
保されるものと判断しております。

大学教授としての長年の実績と光科学や量子
分野における豊富な専門知識を有していること
に加え、産学連携を通じた民間企業との協働
実績も多く有しており、その豊富な経験と優れ
た見識を当社の経営にいかし、独立した立場
から的確な助言や業務執行の監督をしていた
だくことで、当社の経営体制を更に強化できる
ものと判断し、社外取締役として選任しておりま
す。

なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役
員の独立性基準をみたしており、一般株主と利
益相反が生じるおそれがないと判断したため、
独立役員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 7 0 3 4 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 7 0 3 4 0 0
社内取
締役

補足説明

　当社は、2021年７月に指名報酬委員会を設置いたしました。

　指名報酬委員会（提出日現在7名で構成、うち社外取締役4名）は、当社の取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は社外取締役から
選定されます。取締役会の諮問機関として、各事業年度1回以上開催（2023年９月期は３回開催）することで、取締役の指名・報酬等に関する手続
きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　2023年９月期は、会計監査人との間で、監査計画、監査報告及び監査状況等を中心とした情報交換会議を23回開催することで、監査効率の向
上に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

槇祐治 他の会社の出身者 △

倉内宗夫 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

槇祐治 ○

トヨタ自動車株式会社の嘱託を務めており
ます。当社とトヨタ自動車株式会社との間
には電子機器の販売等の取引関係があ
りますが、同社との取引規模は当社の連
結売上高の0.1％未満と僅少であることか
ら、独立性は確保されるものと判断してお
ります。

トヨタ自動車株式会社における長年の勤務を通
じて豊富な業務経験と知見を有しており、これ
らの見識、経験を当社の監査に反映していた

だくため、社外監査役として選任しております。

なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役
員の独立性基準をみたしており、一般株主と利
益相反が生じるおそれがないと判断したため、
独立役員として指定しております。

倉内宗夫 ○

株式会社三菱東京Ｕ ＦＪ銀行（現 株式会

社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員及び専
務執行役員を歴任しており、現在、当社は
株式会社三菱ＵＦＪ銀行に対して借入金が
あります。ただし、同氏は株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行の専務執行役員を2014年６月
に、顧問を2020年６月に退任しており、当
社の同行に対する借入金は当社の連結
総資産の1.7％と僅少であることから、独
立性は確保されるものと判断しておりま
す。

金融機関における長年の経験と財務等に関す
る豊富な知見を当社の監査に活かしていただ
きたいため選任しております。

なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役
員の独立性基準をみたしており、一般株主と利
益相反が生じるおそれがないと判断したため、
独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、社外役員全てを独立役員として指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入



該当項目に関する補足説明

　当社は取締役の報酬の一部に、2020年1月より株式報酬（譲渡制限付株式報酬）を、2023年12月より短期業績連動報酬をそれぞれ導入しており
ます。これらにより、取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有
を進めることができるものと考えております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役11名 　　　　　　375百万円（固定報酬323百万円、譲渡制限付株式報酬52百万円）

社外取締役４名　　　　 33百万円（固定報酬のみ）

監査役４名 　　　　　　 55百万円（固定報酬のみ）

社外監査役２名　　　　 14百万円（固定報酬のみ）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役の報酬
は指名報酬委員会での諮問を経て、社外取締役を含む取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役会における協議により決定しております。
なお、当社の取締役の報酬限度額は、2023年12月22日開催の定時株主総会決議により、年額720百万円以内（うち社外取締役120百万円以内）
と定められております。また、2019年12月20日開催の定時株主総会決議により、当社の取締役（社外取締役は除く）に対して譲渡制限付株式報酬
が導入され、年額200百万円以内（但し、年200,000株以内）と定められております。なお、監査役の報酬限度額は、2021年12月17日開催の定時株
主総会決議により、月額10百万円以内と定められております。

　また、当社の報酬ポリシーは以下のとおりです。

　光には無限の可能性があるという確信のもと、当社は、光の未知未踏領域を追求し、そこから生まれる知識や新技術に基づいた新しい産業を創
造し、科学技術の進歩とより豊かな社会・環境の実現、人類の健康と幸福に貢献することを目指しております。

このような理念は短期的に達成できるものではありませんので、当社は取締役に対し短期的ではなく中長期的視点での成果を求めており、報酬に
関しましても固定報酬を基本とすることが適切であると考えております。

　加えて、株主の皆様の付託に応えるためには、毎期安定した業績向上を達成する必要があることもふまえて短期業績連動報酬を導入いたしまし
た。

　一方で、株主の皆様と同じ目線に立ち長期的な観点から持続的な企業価値の向上に資することを目的として株式報酬（譲渡制限付株式報酬）を
導入しております。

この結果、当社の取締役（社外取締役は除く）の報酬は、（１）固定報酬、（２） 短期業績連動報酬及び（３）株式報酬からなります。そして、中長期

的視点を重視することから、これらの比率を概ね７０：１５：１５（注）の割合を基準として構成しております。なお、社外取締役に対する報酬は固定報
酬のみとなります。

（注）短期業績連動報酬は各期の業績により増減をいたします。そのため実際の割合は変動いたします。

　従業員兼務役員は、従業員としての給与支給との関係でこの限りではありません。

　取締役の報酬制度の概要は以下のとおりです。

１．指名報酬委員会の関与

　当社の取締役の報酬は、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮問され、取締役会にて個人別に決定しております。なお、当社の指
名報酬委員会規定では、指名報酬委員会の答申を尊重する旨を規定しています。

２．各報酬の概要

　当社の取締役報酬 は、（１）固定報酬、（２）短期業績連動報酬及び（３）株式報酬からなり、基準値の比は７０：１５：１５とします。そして、業績に

応じて短期業績連動報酬が変動します。



　以下に、各報酬の概要を記載します。

（１）固定報酬

　月次の固定報酬額は、外部機関による調査などを通じて他社水準を考慮したうえで、役位ごとに決定します。なお、社外取締役に対する報酬は
固定報酬のみとなります。

（２）短期業績連動報酬

　短期業績連動報酬は、各期の業績をふまえて取締役会にて個人別に決定します。具体的な決定方法は次のとおりです。

①短期業績連動報酬の指標は連結営業利益とします。連結営業利益の前期実績と当期実績を比較して、その増減に基づき別途定める係数（役
位により異なります）を役位別の基準額にかけたうえで毎年12月に支給します。

②連結営業利益の前期比に基づく係数は、前期比△5%以上+5%未満の場合を「１」として短期業績連動報酬を支給します。この場合に取締役報酬
の比率は概ね７０：１５：１５（基準値）になります。なお、さらなる業績向上のためのインセンティブとするため、係数は連結営業利益の前期比の±3
0%の幅で変動させます。逆に、連結営業利益の前期比が△30%未満の場合は短期業績連動報酬は支給しません。

（３）株式報酬

　株式報酬は、基準値において取締役報酬総額の概ね 15％となるよう割合を定めており取締役会にて個人別に決定し、割当日より 30 年間の譲

渡制限期間を付して、事前に支給します。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役及び社外監査役への情報伝達体制を確立するため、担当窓口を明確にするとともに、取締役会等重要な会議の年間予定の事前開
示、取締役会資料（決議事項）の事前送付を行うほか、適宜必要な情報の提供と説明の機会を設けております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

相談役・顧問等の制度はありますが、現在のところ、元代表取締役社長等を退任した者はおりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要

　当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置しております。当社は社外取締役及び社
外監査役を選任することにより、経営監督機能の充実を図っております。さらに、当社は執行役員会を設置し、経営の意思決定及び監督機関とし
ての取締役会と、業務執行機能を分離することで経営の意思決定の迅速化・効率化及び監督機能の強化を図っております。また、当社は取締役
会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置しており、役員候補者の指名や報酬について議論することで公正性・透明性・客観性の確保
を図っております。

①取締役及び取締役会

　取締役会は、毎月１回の定例開催と機動的な臨時開催を行い経営の基本方針及び経営に関する重要事項の決定をするほか、取締役の業務執
行状況の監督及び執行役員からの報告を受け、執行役員の業務執行状況を監督しております。

②指名報酬委員会

　指名報酬委員会は、当社の取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は社外取締役から選定されます。取締役会の諮問機関として、各
事業年度１回以上開催（2023年９月期は３回開催）することで、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社の
コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

③監査役、監査役会及び内部監査体制

　当社は監査役制度を採用しており、監査役会（2023年９月期は７回開催）は、提出日現在監査役４名のうち２名を社外監査役とした監査体制とし
ております。各監査役は、監査役会で定めた監査の方針及び実施計画に従い、毎月開催される取締役会及び社内の重要な会議に出席して経営
の執行状況を把握するほか、取締役及び使用人等から業務執行状況を聴取することで、取締役の職務執行の監査を行っております。また、会計
監査人とは、定期的に、あるいは必要に応じて随時会合（2023年９月期は23回開催）を持つことで、情報交換を実施しております。

　内部監査につきましては、各部門、グループ各社の業務プロセス及び業務全般について、法令並びに社内規定に則り適正かつ効率的に行われ
ていることを監査する目的で、内部監査部門（７名）を設置しております。内部監査部門は社長が承認した年間計画に基づき、必要に応じて常勤監
査役並びに会計監査人と意見交換を行うことで、監査効率の向上に努めております。その監査結果については、社長及び執行役員会並びに関係
部門に報告を行っております。

④執行役員及び執行役員会

　当社は執行役員制度を採用しており、執行役員会は、執行役員会規定の下、取締役、監査役及び執行役員等が出席する執行役員会を定例的
に開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項を多面的に検討し、役員及び幹部社員における情報の共有化を図っております。また、業
務執行の決定は執行役員会に最大限委任することにより、スピード感のある企業経営を実現する体制を構築しております。さらに、その他諸会議



を通じて、その他の社員に対する情報の伝達等も行っております。

⑤社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との情報交換、意見交換等を通じて、経営の監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部統制監査部門による監査の内容の説明及び報告を受けております。会計監査人からは
監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携を図っております。これら以外にも随時、情報交換や意見交換等を通じて監
督機能の強化を図っております。

　また、監査役会から社外取締役に対して、取締役会議案に対する事前のコメント送付を行っており、これらの意見交換等を通じて経営に対するさ
らなる監督機能の強化を図っております。

（２）責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び社外監査役は、定款に基づき、会社法第423条第１項に定める責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任
限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原
因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限られます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は従来からの監査役制度をベースに、光技術を通して新しい産業を創成することにより、社会、人類に貢献するという高い志とともに社員一
人ひとりが高い倫理観を維持することで、経営の健全性、遵法性、透明性を継続して確保する体制が実現できると考えているため。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2023年９月期定時株主総会においては、12月22日の株主総会に対し、招集通知を11月2
9日に発送しており、定時株主総会開催日の３週間以上前に発送するとともに、ウェブ上
での開示日を11月27日に行うことで、投資家の議決権行使に配慮しております。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は９月決算のため、12月に株主総会を行いますので、元来「集中日」は意識しており
ません。また、年末でもあることから、なるべく12月20日前後に株主総会を行うようにして
おります。

電磁的方法による議決権の行使 2006年９月期定時株主総会より、議決権行使書の電子化を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2006年９月期定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供

2010年９月期定時株主総会より、英文招集通知（要約版）を作成して、当社ＨＰに公開す
るとともに、プラットフォーム経由で、機関投資家に情報提供しております。また、2013年９
月期定時株主総会より、英訳の範囲を広げ、事業報告及び連結計算書類を英訳いたしま
した。さらに、2014年９月期定時株主総会より、単体の計算書類につきましても英訳する
など、現在では和文と概ね同等の情報を英訳して提供しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 証券会社等主催の個人投資家向け説明会に参加しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

決算説明会を半期に一度開催するほか、機関投資家への個別訪問、スモール
ミーティング等を随時行っております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
国内における海外機関投資家向けカンファレンス、スモールミーティング等に
参加しております。

あり

IR資料のホームページ掲載 定期説明会で配布した資料をホームページで掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
コーポレートコミュニケーション部を設置し、当該部署を中心にＩＲ活動に取り組
んでおります。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「ＣＳＲ基本方針」を策定し、社内周知を行ったうえで、当社ＨＰにて公開しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は「ＣＳＲ基本方針」を策定し、当社ＨＰにて公開しております。

当社は「光技術で社会に貢献する」企業として、環境、社会および経済との調和が最も重
要な課題と認識し、地球と人とすべての生命が最適なバランスで共存する未来に向け、持
続可能な社会の実現を目指しております。なお、当社の環境・ＣＳＲへの取組につきまして
は、当社ＨＰにて公開しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、コーポレートガバナンスに関する情報、財務及び業績に関する情報、CSRに関す
る情報及びリスクに関する情報を適切に公開することを企業行動規範において明確にして
います。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

【業務の適正を確保するための体制】

　当社の企業経営としての全社的取組基本方針は以下のとおりであり、この基本方針に基づき、業務の適正を確保するための体制について取締
役会において決議しております。

【企業経営としての全社的取組基本方針】

・企業は従業員の行動に基づき行われるものである。従って、人づくりを図り、健全で信頼される会社として成長・発展する体制を構築する。

・一人ひとりが責任・職務・認識をもって、日々の仕事を通じて研鑽し、新しい知識の吸収、情報の正しい伝達、正しい行動をする企業風土を醸成
する。

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

会社の企業倫理及びコンプライアンスに関する基本的な考え方を明確にして全社員に周知を図る。

また、当社は取締役会とは別に、執行役員会を設置して経営の意思決定の迅速化とともに、執行と監督の分離を図る。また、執行役員会の決議
事項を取締役会に報告することで取締役会の監督機能の強化を図る。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①取締役会、執行役員会、その他重要な各会議の議事録を作成して保管する。

②情報は、ＩＴ化を進め、閲覧が容易な状態で保管する。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

情報セキュリティ、品質、環境、災害、輸出管理等にかかるリスクについては、それぞれ責任部署を定め、規定・ガイドラインの作成、研修・教育等
を実施する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制

①取締役会規則のもと、定時取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定をするとともに執行役員からの報告を受けて業務執行状況の監督等を
行う。また、執行役員制度により、経営の意思決定と業務執行を分離し、迅速かつ機動的な意思決定を実現する一方で、取締役会の活性化、経
営監督機能の強化を図る。

②執行役員会規定のもと、取締役、執行役員及び監査役が出席する執行役員会を定例的に開催し、取締役会から委譲された事項の検討、決議
を行う。また、執行役員会の内容によっては、部長クラス以上の役職者が出席し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項を多面的に検討
し、直接関係者に説明、指示することで、業務執行の迅速化、効率化を図るとともに、役員及び幹部社員における情報の共有化を図る。さらに、そ
の他諸会議を通じて、その他の社員に対する情報の伝達等も行う。

③組織規定、業務分掌規定、職務権限規定を整備し、責任と権限を明確にする。

④予算執行状況及び業績動向を把握するため、進捗状況とその対応について執行役員会にて検討する。

⑤従業員の安全衛生、コンプライアンス意識等の向上を図るため、入社時、管理職登用時を始めとして、随時教育を行う。

⑥内部情報の開示については、正確かつ適時に対応する体制を整える。

⑦個人情報の管理については、個人情報管理指針のもとに各種ガイドラインを定めて対応する。

⑧反社会的勢力排除の基本方針を明確にして、社内に周知徹底する。

⑨内部統制監査規定のもと、財務報告の適正性を確保するための必要な内部統制体制を整備する。

（５）当社グループ（当社及び連結子会社をいう）における業務の適正を確保するための体制

①国内外の連結子会社については、原則として各社の自主性を尊重しつつ、統括する責任部署を定める。そして、連結子会社の規模や業態をふ
まえて、以下のような対応をする。

ア．国内連結子会社においては、当社取締役又は幹部社員を子会社の取締役として派遣することで、当社の方針に沿った業務執行を行うととも
に、業務執行の監督をする。また、監査役には当社の取締役、執行役員又は幹部社員を派遣することで、リスクの回避に努める。

イ．海外連結子会社においては、上記アに加えて、経営に関する意思統一のために海外連結子会社の責任者を集めて報告・協議を定期的に行
う。また、必要に応じて担当者を出向させ、もしくは現地に赴いて情報を入手する。

②国内外の連結子会社は、当社に対して定期的に業績等の報告をするものとし、当社グループ間における協調を促進するために、必要に応じて



連絡会議等を開催して意思の疎通を図るものとする。

③国内外の連結子会社におけるリスクについては、当社の責任部署を窓口として、規模や業態に応じてリスク情報の共有、各種規定等の周知・
作成、研修・教育等を実施することで対応する。

④連結利益計画は、当社と連結子会社との間で情報の共有を図りつつ、これを策定する。

⑤当社グループにおけるコンプライアンスの向上に向けて、CSR基本方針、企業行動規範について、連結子会社への周知を図る。

（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役が監査を補助すべき人員を求めた場合、当社従業員の中から人数、具備すべき能力等について監査役会の要望を尊重して任命する。

（７）前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当該従業員は、監査役会専任として監査役会の定めた基準に従って行動し、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。また、業務の
執行に係る役職、他部署の使用人を兼務しない。

（８）当社グループの取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役、執行役員及び従業員（連結子会社の取締役、監査役及び使用人等を含む）は当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求
められたときは、速やかに適切な報告を行う。

また、法令もしくは定款に違反する行為等、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、これを発見次第、直ちに監査役又は
監査役会に対して報告を行うものとする。

（９）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役、執行役員及び従業員に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いはしない。

（10）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方
針に関する事項

監査役がその職務の執行について、当社に対し会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該
請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(11)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役が会計監査人、内部監査部門、子会社取締役及び監査役、監査補助員等からの適切な報告体制と連携、情報共有をふまえ、業務監査・
会計監査等のために実効的な監査活動を行うことを保証する。

参考資料「模式図」：巻末「添付資料」をご覧ください。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況】

１．取締役の職務の執行に関して

・当社は、取締役会から業務執行機能を分離し、執行役員に業務執行の権限委譲を進め、執行役員会において決議した事項については取締役
会に報告することで、取締役会による監督機能の強化並びに機動的な意思決定を図っております。また、取締役候補者の指名や報酬に対する手
続きの公正性等を担保し、取締役会の監督機能を強化するため、任意の指名報酬委員会を設置しております。

・取締役会の実効性の維持・向上に資することを目的にして、取締役及び監査役の自己評価による取締役会の評価アンケートを第三者に委託し
て継続的に実施しており、この結果をふまえて取締役会の運営方法などを適宜変更しております。また、取締役、監査役及び執行役員に対して、
コーポレートガバナンス活動の一環として、役員研修を適宜実施しております。

・取締役、執行役員及び監査役が出席する執行役員会を概ね毎週１回開催し、取締役会決議事項を除く重要事項の検討、協議、決議を行い、機
動的な意思決定を進めております。部長クラス以上の役職者も適宜出席し、業務執行に関する重要事項や課題を多面的に検討・議論しておりま
す。なお、議事録は全て作成・保管しております。

・当期におきましては、企業価値のさらなる向上を図るため経営体制を強化するとともに、経営理念を改定いたしました。新たな経営理念では、光
の未知未踏領域を追求し、科学技術の進歩とより豊かな社会・環境の実現、人類の健康と幸福に貢献することを明確にするとともに、ミッション（わ
たしたちの使命・約束）、ビジョン（わたしたちの志）、バリュー（わたしたちの価値観）を明示いたしました。また、当社グループ全体でのコンプライア
ンス態勢の構築をさらに推進するため、企業倫理及びコンプライアンスに関する基本的な考え方を改定いたしました。

・これらの理念や方針を実現させるために重点的に取り組む事項として、「事業を通じた社会・環境への貢献」「事業基盤の強化と企業の社会的責
任」を軸とした８つのマテリアリティを新たに策定いたしました。当社は、財務・非財務の両輪で経営を推進していくことを目指しており、ビジネスやE
SG等に関する全社的な戦略を立案し、各組織を横断的かつ効率的に機能させるために統括本部制を導入いたしました。

・上記の理念等やESGへの取り組みに関しては、CSR基本方針、企業行動規範とともに社内外のウェブサイトに掲載しております。また、これらを
ふまえた当社グループが目指すべき姿についての社長のメッセージを当社グループ従業員に共有しております。

２．ESG等の非財務価値向上への取り組みに関して

・当社は、継続して健康経営優良法人2023（大規模法人部門）「ホワイト500」の認定を受けております。さらに当期におきましては、優れた健康経
営を実践している企業として健康経営銘柄にも選定されております。今後も、全ての社員が仕事と私生活を両立しながら活き活きと長く働き続ける
ことができるような施策を進めてまいります。

・再生可能エネルギー100％での事業運営を目指す国際イニシアティブ「RE100」に2022年10月に加盟し、当社グループにおける使用電力を2040
年までに全て再生可能エネルギー由来とするために必要な施策を開始いたしました。

・2017年８月に国連グローバル・コンパクトに署名し、国連グローバル・コンパクトが掲げる10の原則を支持することを表明しております。

・このほかにも、各統括本部において、当社グループ全体の非財務価値向上に向けた取り組みを推進しております。

３．損失の危険の管理に関して

・地震等の災害に備えた事業継続計画を策定し訓練などを通じた見直しを継続的に行っております。また、海外出張時における渡航前教育を開催
するなど、リスク管理体制の強化を行っております。その他、安全衛生、情報セキュリティ、品質、環境、災害、輸出管理等にかかるリスクについて
は、各責任部署において教育等を実施しております。

４．使用人の職務の執行に関して

・執行役員会では、部長以上に対して、当社グループの経営方針、企業風土との整合性を含めた様々な議論を通じた情報の伝達等を行っており
ます。また、定期的に全管理職による会議を開催し、経営サイドからの報告を行うとともに、経営者自らの言葉で情報発信をして情報共有に努め
ております。

・研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使用防止のため、規定の整備及び教育を進めております。



５．当社グループにおける業務の適正確保に関して

・当社グループ全体のリスク管理体制の構築及び法令順守の徹底を図るべく、国内外の連結子会社を対象にグループコンプライアンス態勢の改
善プロジェクトを推進しております。

・連結子会社に役職員を派遣又は出向等させることに加え、国内連結子会社においては必要に応じて月次で情報交換を行い、海外連結子会社に
おいては責任者を一堂に集めたミーティングを実施しております。また、連結子会社を含めた職務権限を明確にし、共有しております。

６．監査・監督が実効的に行われることを確保するための体制に関して

・監査役による監査の実効性を高めるため、必要に応じて取締役会提出資料の内容について事前に監査役と協議をしております。また、社外取締
役及び社外監査役による監査・監督の実効性を高めるため、定時取締役会の決議事項に係る資料を事前送付し、必要な情報提供と説明の機会
を設けております。

・代表取締役社長直属の内部監査部門の人員の増強を行い、業務監査と財務報告監査を一体的に実施する体制をさらに強化いたしました。な
お、内部監査の結果は、代表取締役社長及び監査役会に適時に報告され、また執行役員会において報告が行われております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　暴力団、暴力団関係企業、総会屋など暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求し、または社会秩序や社会の安全に脅威を与える
集団又は個人等とは一切の関係を拒絶し、毅然とした態度で対応することが必要である。当社は、一人ひとりの社員がこのような明確で高い意識
を持つことにより、健全で信頼される企業として成長・発展しなければならない。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　該当事項はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

１．当社は、開示すべき会社情報を遺漏なく、かつ適時に開示するため、各部署と連携をとるとともに、各部署において発生または決定した事項を
一元的に把握するための社内体制を整えております。

　適時開示規則上の情報取扱責任者として取締役を担当させ、社内規定として「内部情報管理規定」を定め、重要な会社情報の社内管理の徹底
を図っております。

　参考資料「適時開示に係る社内体制図」：巻末「添付資料」をご覧ください。

２．重要な決定事項、重要な発生事項及び業務執行状況に関する情報は、取締役会へ適時に付議、報告されており、適時開示規則に従い、開示
が必要となる場合には、遅滞なく行っております。情報開示の要否の審議にあたっては、必要に応じて会計監査人ならびに顧問弁護士によるアド
バイス、指導等を受けており、正確かつ公平な会社情報を開示するように努めております。
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